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長井市地域防災計画修正（第１編 総則） 

現 行 修 正 修正理由等 

第１節 略 

第２節  地域の特性と災害要因、災害記録 
１～４ 略 

 

５ 社会的要因 

 （１） 人口 

令和５年３月末日現在の本市の人口は２５，０９１人、世帯数は１０，０２０

世帯であり、一世帯当たりの人員は２．５人となっている。人口の推移を見ると、

昭和２０年頃をピークにその後人口が徐々に減少している。昭和６０年前後には

一旦増加傾向が見られたが、平成に入り再び減少傾向に転じ、平成２１年には３

０，０００人を割り込んでいる。 

世帯数は、人口の減少とは逆に増加している状況である。年齢３区分別の人口

比 率では、高齢者人口（６５歳以上）比率が上昇しており、特に平成に入って

からの増加率が高くなっており、現在では市民のおよそ３人に１人が６５歳以上

の高齢者となっている。これに対し生産年齢人口（１５歳～６４歳）及び年少人

口（１５歳未満）は、減少傾向にある。また昭和５５年以降の地区別の人口を見

ると、各６地区とも減少している。 

人口の高齢化に伴い、要配慮者対策の重要性が増しているとともに、災害発生

時の応急対策や初期活動、自主防災活動への支障が懸念される。 

 （２）～（３） 略 

 

６～７ 略 

 

第３節～第７節  略 
 

第１節  略 

第２節  地域の特性と災害要因、災害記録 
１～４ 略 

 

５ 社会的要因 

 （１） 人口 

令和６年３月末日現在の本市の人口は２４，６３９人、世帯数は１０，０４４

世帯であり、一世帯当たりの人員は２．５人となっている。人口の推移を見ると、

昭和２０年頃をピークにその後人口が徐々に減少している。昭和６０年前後には

一旦増加傾向が見られたが、平成に入り再び減少傾向に転じ、平成２１年には３

０，０００人を割り込んでいる。 

世帯数は、人口の減少とは逆に増加している状況である。年齢３区分別の人口

比 率では、高齢者人口（６５歳以上）比率が上昇しており、特に平成に入って

からの増加率が高くなっており、現在では市民のおよそ３人に１人が６５歳以上

の高齢者となっている。これに対し生産年齢人口（１５歳～６４歳）及び年少人

口（１５歳未満）は、減少傾向にある。また昭和５５年以降の地区別の人口を見

ると、各６地区とも減少している。 

人口の高齢化に伴い、要配慮者対策の重要性が増しているとともに、災害発生

時の応急対策や初期活動、自主防災活動への支障が懸念される。 

 （２）～（３） 略 

 

６～７ 略 

 

第３節～第７節  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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長井市地域防災計画修正（第２編 第１章） 

現 行 修 正 修正理由等 

第１節～第５節 略 

第６節 消防体制整備計画 
  略 

 

１ 略 

 

２ 通信手段・運用体制の整備 

(１) 略 

(２) 通信・運用体制の整備 

ア 消防本部における高機能消防指令センターの整備を促進し、緊急時における通報の

受理及び各署所への出動指令の迅速化を図るほか、消防、救急活動に必要な救急医療、

消防水利、道路、気象情報等のバックアップ体制を強化する。 

 イ～ウ 略 

 

第７節～第２１節 略 

第２２節  ライフライン施設災害予防計画 
  略 

１～２ 略 

 

３ 電力供給施設災害予防計画 

  災害による電力供給施設の被害を軽減し、又は速やかな復旧措置による電力供給ラ

インの確保のため、市は、電気事業者(東北電力株式会社)が実施する次の災害予防対策

について協力するとともに、東北電力ネットワーク株式会社長井電力センターと平成

２０年３月２１日に締結した「災害時の協力に関する協定書」及び平成３０年６月２

５日の「確認書」に基づき、災害時における資材置場等の確保に協力する等、平常時

から情報交換を行い連携の強化を図る。 

【東北電力ネットワーク株式会社】 

 (１)～(５) 略 

 

４ 略 

 

第２３節～第２６節 略 

 

 

第１節～第２１節 略 

第６節 消防体制整備計画 
  略 

 

１ 略 

 

２ 通信手段・運用体制の整備 

(１) 略 

(２) 通信・運用体制の整備 

ア 消防本部における高機能消防指令センターの整備により、緊急時における通報の受

理及び各署所への出動指令の迅速化を図るほか、消防、救急活動に必要な救急医療、

消防水利、道路、気象情報等のバックアップ体制を強化する。 

 イ～ウ 略 

 

第７節～第２１節 略 

第２２節  ライフライン施設災害予防計画 
  略 

１～２ 略 

 

３ 電力供給施設災害予防計画 

  災害による電力供給施設の被害を軽減し、又は速やかな復旧措置による電力供給ラ

インの確保のため、市は、電気事業者(東北電力株式会社)が実施する次の災害予防対

策について協力するとともに、東北電力ネットワーク株式会社長井電力センターと締

結した「災害時の協力に関する協定書」及び平成３０年６月２５日の「確認書」に基

づき、災害時における資材置場等の確保に協力する等、平常時から情報交換を行い連

携の強化を図る。 

【東北電力ネットワーク株式会社】 

 (１)～(５) 略 

 

４ 略 

 

第２３節～第２６節 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度整備完了による（表現の適

正化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後の協定に対応するため（表現の

適正化） 
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長井市地域防災計画修正（第２編第２章） 

現 行 修 正 修正理由等 

第１節  災害対策本部の組織 
  略 

１ 災害対策本部の設置 

(１)～ (５) 略 

 (６) 災害対策本部の組織編成等 

  略 

ア 長井市災害対策本部の組織編成は次のとおりとする。 

 

第１節  災害対策本部の組織 
  略 

１ 災害対策本部の設置 

(１)～ (５) 略 

 (６) 災害対策本部の組織編成等 

  略 

ア 長井市災害対策本部の組織編成は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度市の組織に合わせた修正 
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現 行 修 正 修正理由等 

 

 

 

 

 

 

 

イ 略 

ウ 各部門・班の事務分掌及び班長等については、次のとおりとする。 

部名 班名 分 掌 業 務 

総務 

部門 

(当初

避難

所支

援重

視) 

総務班 
班長：総合政策課長 

総合政策課 

総務課 

議会事務局 

選管事務局 

監査委員事務局 

 

 

【Ｇｐ長】 

事務局 : 総務課長 

総括 : 議会事務局長 

避難所支援：総合戦略室長 

 秘書・広報：秘書・広報室 

       長 

 

 

 略 

財政班 
（財政課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

   

  略 

企画班 
（地域づくり推進課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

 

 略 

税務班 
（税務課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

 

   略 

会計班 

（会計課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

 

  略 

 

 

イ 略 

ウ 各部門・班の事務分掌及び班長等については、次のとおりとする。 

部名 班名 分 掌 業 務 

総務 

部門 

(当初

避難

所支

援重

視) 

総務班 
班長：総合政策課長 

総合政策課 

総務課 

議会事務局 

選管事務局 

監査委員事務局 

 

 

【Ｇｐ長】 

事務局 : 総務課長 

総括 : 議会事務局長 

避難所支援：総合戦略室長 

 秘書・広報：秘書・広報室 

       長 

 

 

 略 

財政班 
（財政課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

   

  略 

企画班 
（地域づくり推進課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

 

 略 

税務班 
（税務課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

 

   略 

会計班 

（会計課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

 

  略 
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現 行 修 正 修正理由等 

厚生 

部門 

(当初

要配

慮者

支援

重視) 

市民班 
（市民課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

 

 略 

健康班 
（健康スポーツ課） 

【班長】健康推進担当課長 

【副班長】①課長 

②健康推進室長 

③補佐 

 

 略 

福祉班 

（福祉あんしん課、子育て推進

課） 

【班長】福祉あんしん課長 

【副班長】①子育て推進課 

      長 

     ②長寿介護・地

域包括支援セ

ンター担当課

長 

 

 略 

産業 

部門 

(当初

救援

物資

対応

重視) 

農林班 
（農林課、農業委員会事務

局） 

【班長】農林課長 

【副班長】農林課補佐 

 

 略 

商工班 
（商工振興課、観光文化交流

課、新産業団地整備課） 

【班長】商工振興課長 

【副班長】観光文化交流課 

     長 

   

  略 

建設 

部門 

(当初

応急

復旧

対応

重視) 

建設住宅班 
（建設課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

 

 略 

水道班 

（上下水道課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

  

  略 

厚生 

部門 

(当初

要配

慮者

支援

重視) 

市民班 
（市民課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

 

 略 

健康班 
（健康スポーツ課） 

【班長】健康推進担当課長 

【副班長】①課長 

②健康推進室長 

③補佐 

 

 略 

福祉班 

（福祉あんしん課、子育て推進

課） 

【班長】福祉あんしん課長 

【副班長】①子育て推進課 

      長 

     ②長寿介護・地

域包括支援セ

ンター担当課

長 

 

 略 

産業 

部門 

(当初

救援

物資

対応

重視) 

農林班 
（農林課、農業委員会事務

局） 

【班長】農林課長 

【副班長】農林課補佐 

 

 略 

商工班 
（商工振興課、観光文化交流

課、新産業団地整備課） 

【班長】商工振興課長 

【副班長】観光文化交流課 

     長 

   

  略 

建設 

部門 

(当初

応急

復旧

対応

重視) 

建設住宅班 
（建設課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

 

 略 

水道班 

（上下水道課） 

【班長】課長 

【副班長】補佐 

  

  略 
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現 行 修 正 修正理由等 

教育 

部門 

教育班 
教育総務課 

給食共同調理場 

学校教育課 

 【班長】 

教育総務課長 

【副班長】 

学校教育課長 

 

  略 

消防 

部門 

消防班 
（消防本部、消防署、消防

団） 

【班長】消防主幹 

 

 略 

 

担  当  名 分  掌  業  務 

地区対応職員 

 

 略 

施設対応職員 

 

 略 

 

避難所担当 

職員 

   

  略 

現場対応職員 

 

 略 

 

  エ 最高司令会議の開催 

(ア) 組織 

最高司令会議は、本部長、副本部長、司令部員(教育長、政策推進監、参与、

参事、議会事務局長、消防団長、消防長)により構成する。 

   (イ)～(ウ) 略 

  オ～キ 略 

 

２～６ 略 

 

第２節  職員の動員配備体制 
  略 

１ 略 

 

２ 職員の動員配備体制 

(１) 配備体制の基準 

    市の災害応急対策活動の配備と活動体制の一般基準は、次のとおりとする。 

なお、地震の場合は長井市で観測された震度によって自主的に参集することとす

る。 

教育 

部門 

教育班 
教育総務課 

給食共同調理場 

学校教育課 

 【班長】 

学校教育課長 

【副班長】 

教育総務課長 

 

  略 

消防 

部門 

消防班 
（消防本部、消防署、消防

団） 

【班長】消防主幹 

 

 略 

 

担  当  名 分  掌  業  務 

地区対応職員 

 

 略 

施設対応職員 

 

 略 

 

避難所担当 

職員 

   

  略 

現場対応職員 

 

 略 

 

  エ 最高司令会議の開催 

(ア) 組織 

最高司令会議は、本部長、副本部長、司令部員(教育長、参与、参事、議会

事務局長、教育次長、消防団長、消防長)により構成する。 

   (イ)～(ウ) 略 

  オ～キ 略 

 

２～６ 略 

 

第２節  職員の動員配備体制 
  略 

１ 略 

 

２ 職員の動員配備体制 

(１) 配備体制の基準 

    市の災害応急対策活動の配備と活動体制の一般基準は、次のとおりとする。 

なお、地震の場合は長井市で観測された震度によって自主的に参集することとす

る。 

 

 

 

 

令和６年度市の組織に合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度市の組織に合わせた修正 
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現 行 修 正 修正理由等 

区

分 
組 織 体 制 想定される業務 

配
備
基
準 

職員の参集範囲（※自主参集） 

第
１
次
配
備 

危機管理参与を室長とす

る「災害対策連絡室」を設

置し、防災関係課の職員

で、相互の連絡が円滑に行

える体制とするとともに、

速やかに災害対策連絡本

部を設置できる体制とす

る。 

 

※危機管理参与が不在の

場合は、総務参事、厚生参

事、産業参事の順で室長を

代行する。 

・情報収集 

・被害の有無の確認 

・問合せ等への対応 

・必要に応じ市内へ

の情報発信 

震
度
４ 

◇総務参事、厚生参事、産業参

事、建設参事、議会事務局長 

 

◇教育総務課長 

◇総務課長、総務課補佐、総務

課職員のうち市内に在住する

職員 

◇総合政策課秘書広報室及び

情報システム担当職員のうち

係長以上で市内に在住する職

員 

◇危機管理室職員 

◇公所施設を所管する課長又

は課長の指名する職員 

第
２
次
配
備 

市長を本部長とする「災害

対策連絡本部」を設置す

る。 

※ 市長が不在の場合は、

副市長、政策推進監の順で

本部長を代行する。 

・問合せ等への対応 

・被害状況の確認 

・避難所の開設 

・被害取りまとめ 

・市内への情報発信

（防災ラジオ、屋外

拡声装置、地区長へ

の電話連絡、緊急速

報メール、テレビ、

ラジオ、市ＨＰ、Ｌ

ＩＮＥ、Ｆａｃｅｂ

ｏｏｋ、広報車等） 

・マスコミ対応 

・その他各班の業務 

震
度
５
弱 

第１次配備要員に加えて以下の

職員 

◇消防団長 

◇消防本部からの連絡員 

◇係長以上の職員 

◇避難所担当職員 

◇地区対応職員 

◇保健師職員（避難所担当職員、

施設対応職員を除く） 

第
３
次
配
備(

非
常
配
備
体
制)

 

市長を本部長とする「災害

対策本部」を設置する。 

※ 市長が不在の場合は、

副市長、政策推進監の順で 

本部長を代行する。 

震
度
５
強
以
上 

◇ 全職員 

  略 

(２) 略 

 

３ 略 

 

区

分 
組 織 体 制 想定される業務 

配
備
基
準 

職員の参集範囲（※自主参集） 

第
１
次
配
備 

危機管理参与を室長とす

る「災害対策連絡室」を設

置し、防災関係課の職員

で、相互の連絡が円滑に行

える体制とするとともに、

速やかに災害対策連絡本

部を設置できる体制とす

る。 

 

※危機管理参与が不在の

場合は、総務参事、厚生参

事、産業参事の順で室長を

代行する。 

・情報収集 

・被害の有無の確認 

・問合せ等への対応 

・必要に応じ市内へ

の情報発信 

震
度
４ 

◇総務参事、厚生参事、産業参

事、建設参事、議会事務局長、

教育次長 

◇教育総務課長 

◇総務課長、総務課補佐、総務

課職員のうち市内に在住する

職員 

◇総合政策課秘書広報室及び

情報システム担当職員のうち

係長以上で市内に在住する職

員 

◇危機管理室職員 

◇公所施設を所管する課長又

は課長の指名する職員 

第
２
次
配
備 

市長を本部長とする「災害

対策連絡本部」を設置す

る。 

※ 市長が不在の場合は、

副市長、総務参事の順で本

部長を代行する。 

・問合せ等への対応 

・被害状況の確認 

・避難所の開設 

・被害取りまとめ 

・市内への情報発信

（防災ラジオ、屋外

拡声装置、地区長へ

の電話連絡、緊急速

報メール、テレビ、

ラジオ、市ＨＰ、Ｌ

ＩＮＥ、Ｆａｃｅｂ

ｏｏｋ、広報車等） 

・マスコミ対応 

・その他各班の業務 

震
度
５
弱 

第１次配備要員に加えて以下の

職員 

◇消防団長 

◇消防本部からの連絡員 

◇係長以上の職員 

◇避難所担当職員 

◇地区対応職員 

◇保健師職員（避難所担当職員、

施設対応職員を除く） 

第
３
次
配
備(

非
常
配
備
体
制)

 

市長を本部長とする「災害

対策本部」を設置する。 

※ 市長が不在の場合は、

副市長、総務参事の順で 

本部長を代行する。 

震
度
５
強
以
上 

◇ 全職員 

  略 

(２) 略 

 

３ 略 

 

 

 

 

 

 

令和６年度市の組織に合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度市の組織に合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度市の組織に合わせた修正 
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現 行 修 正 修正理由等 

４ 非常配備体制時の職員の参集場所及び参集手段 

(１) 参集場所 

ア 各職員は、以下に定めた場所に速やかに集合するものとする。 

職務 参集場所 

本部職員 市役所本庁舎 

地区対応職員 

致芳地区 致芳コミュニティセンター 

西根地区 西根コミュニティセンター 

平野地区 平野コミュニティセンター 

伊佐沢地区 伊佐コミュニティセンター 

豊田地区 豊田コミュニティセンター 

施設対応職員 当該職員の勤務地 

避難所担当職員 当該職員が担当する避難所 

現場対応職員 市役所本庁舎 

 

   イ～エ 略 

 (２) 略 

 

５～７ 略 

 

第３節～第１０節 略 

 

第１１節 避難所の運営 
  略 

１ 避難所の開設 

 (１) 略 

 (２) 避難所の開設、避難者の受け入れ及び保護は、避難所担当職員が避難者等を含

む地域住民の協力のもと実施し、その統括は政策推進監が行うものとする。 

 (３)～(６) 略 

 

２～４ 略 

 

第１２節～第３４節 略 

 

 

 

 

４ 非常配備体制時の職員の参集場所及び参集手段 

(１) 参集場所 

ア 各職員は、以下に定めた場所に速やかに集合するものとする。 

職務 参集場所 

本部職員 市役所本庁舎 

地区対応職員 

致芳地区 致芳コミュニティセンター 

西根地区 西根コミュニティセンター 

平野地区 平野コミュニティセンター 

伊佐沢地区 伊佐沢コミュニティセンター 

豊田地区 豊田コミュニティセンター 

施設対応職員 当該職員の勤務地 

避難所担当職員 当該職員が担当する避難所 

現場対応職員 市役所本庁舎 

 

   イ～エ 略 

 (２) 略 

 

５～７ 略 

 

第３節～第１０節 略 

 

第１１節 避難所の運営 
  略 

１ 避難所の開設 

 (１) 略 

 (２) 避難所の開設、避難者の受け入れ及び保護は、避難所担当職員が避難者等を含

む地域住民の協力のもと実施し、その統括は政策推進参与が行うものとする。 

 (３)～(６) 略 

 

２～４ 略 

 

第１２節～第３４節 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度市の組織に合わせた修正 
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現 行 修 正 修正理由等 

第３５節 自発的支援の受入 

  略 

１～２ 略 

  

３ 義援金の受入・配分 

 (１)～(３) 略 

 (４) 配分 

  ア 市は、地区長連合会、市議会厚生常任委員会、教育委員会、市災害対策本部、長井市

社会福祉協議会、日本赤十字山形県支部等で構成する義援金配分委員会（以下この節に

おいて「委員会」という。）を組織し、義援金の総額及び被災状況等を考慮した配分対

象及び配分基準等を定め、適切かつ速やかに配分するものとする。なお、配分委員会が

必要と認めた場合は、被災者から意見を聴取するものとする。 

  イ～エ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３５節 自発的支援の受入 

  略 

１～２ 略 

  

３ 義援金の受入・配分 

 (１)～(３) 略 

 (４) 配分 

  ア 市は、地区長連合会、市議会厚生常任委員会、教育委員会、市災害対策本部、長井市

社会福祉協議会、日本赤十字山形県支部等で構成する義援金配分委員会（以下この節に

おいて「委員会」という。）を組織し、義援金の総額及び被災状況等を考慮した配分対

象及び配分基準等を定め、適切かつ速やかに配分するものとする。なお、委員会が必要

と認めた場合は、被災者から意見を聴取するものとする。 

  イ～エ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現の適正化 
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長井市地域防災計画修正（第３編第２章） 

現 行 修 正 修正理由等 

第１節 略 
   

第２節  職員の動員配備体制 
 略 

 

２ 職員の動員配備体制 

(１) 配備体制の基準 

市の災害応急対策活動の配備と活動体制の一般基準は、次のとおりとする。  

区

分 
組 織 体 制 想定される業務 

配備 

基準 
職員の参集範囲 

第
１
次
配
備 

危機管理参与を室長とする

「災害対策連絡室」を設置

し、防災関係課の職員で、相

互の連絡が円滑に行える体

制とするとともに、速やかに

災害対策連絡本部を設置で

きる体制とする。 

※危機管理参与が不在の場

合は、総務参事、厚生参事、

産業参事の順で室長を代行

する。 

略 略 

◇ 危機管理参与、総務参事 

※ 厚生参事、産業参事、

建設参事、議会事務局

長、教育総務課長は連絡

を受けてから登庁 

◇ 総務課長、総務課補佐、

総務課職員のうち市内に

在住する職員 

◇ 総合政策課秘書広報室

及び情報システム担当職

員のうち係長以上で市内

に在住する職員 

◇ 危機管理室職員 

 

第
２
次
配
備 

市長を本部長とする「災害対

策連絡本部」を設置する。 

※ 市長が不在の場合は、副

市長、政策推進監の順で本部 

長を代行する。 

略 

略 略 

第
３
次
配
備(

非
常
配
備
体
制)

 

市長を本部長とする「災害対

策本部」を設置する。 

※ 市長が不在の場合は、副

市長、政策推進監の順で本部

長を代行する。 

略 略 

  略 

第１節 略 
   

第２節  職員の動員配備体制 
 略 

 

２ 職員の動員配備体制 

(１) 配備体制の基準 

市の災害応急対策活動の配備と活動体制の一般基準は、次のとおりとする。  

区

分 
組 織 体 制 想定される業務 

配備 

基準 
職員の参集範囲 

第
１
次
配
備 

危機管理参与を室長とする

「災害対策連絡室」を設置

し、防災関係課の職員で、相

互の連絡が円滑に行える体

制とするとともに、速やかに

災害対策連絡本部を設置で

きる体制とする。 

※危機管理参与が不在の場

合は、総務参事、厚生参事、

産業参事の順で室長を代行

する。 

略 略 

◇ 危機管理参与、総務参事 

※ 厚生参事、産業参事、

建設参事、議会事務局

長、教育次長、教育総務

課長は連絡を受けてか

ら登庁 

◇ 総務課長、総務課補佐、

総務課職員のうち市内に

在住する職員 

◇ 総合政策課秘書広報室

及び情報システム担当職

員のうち係長以上で市内

に在住する職員 

◇ 危機管理室職員 

第
２
次
配
備 

市長を本部長とする「災害対

策連絡本部」を設置する。 

※ 市長が不在の場合は、副

市長、総務参事の順で本部 

長を代行する。 

略 

略 略 

第
３
次
配
備(
非
常
配
備
体
制)

 

市長を本部長とする「災害対

策本部」を設置する。 

※ 市長が不在の場合は、副

市長、総務参事の順で本部長

を代行する。 

略 略 

  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度市の組織に合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度市の組織に合わせた修正 

 

 

 

 

 

 

令和６年度市の組織に合わせた修正 
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現 行 修 正 修正理由等 

 

第３節～第５節 略 
 

第６節  気象情報等の収集・伝達 
  略 

 

１ 略 

 

２ 気象予警報等の種類 

(１) 略 

(２) 特別警報、警報、注意報発表基準 

長井市 

府県予想区 山形県 

一次細分区域 置賜 

市町村等をまとめ

た区域 
西置賜 

特別 

警報 

 

大雨 略 

暴風 

略 

略 

高潮 略 

波浪 略 

暴風雪 略 

大雪 略 

警報 

大雨 

(浸水害) 表面雨量指数基準 7 

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 106 

洪水 

流域雨量指数基準 

草岡川流域＝9.3、置賜野川流域＝

22.1、水無川流域＝5.9、逆川流域＝

8.8、大沢川流域＝5 

複合基準 置賜野川流域＝(5、19.5) 

指定河川洪水予報

による基準 
最上川上流[糠野目・小出] 

暴風 平均風速 18m/s 

暴風雪 平均風速 18m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 12 時間降雪の深さ 40 ㎝ 

山沿い 12 時間降雪の深さ 45 ㎝ 

波浪 有義波高 － 

高潮 潮位 － 

 

第３節～第５節 略 
 

第６節  気象情報等の収集・伝達 
  略 

 

１ 略 

 

２ 気象予警報等の種類 

(１) 略 

(２) 特別警報、警報、注意報発表基準 

長井市 

府県予想区 山形県 

一次細分区域 置賜 

市町村等をまとめ

た区域 
西置賜 

特別 

警報 

 

大雨 略 

暴風 

略 

略 

高潮 略 

波浪 略 

暴風雪 略 

大雪 略 

警報 

大雨 

(浸水害) 表面雨量指数基準 7 

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 129 

洪水 

流域雨量指数基準 

草岡川流域＝9.3、置賜野川流域＝

22.1、水無川流域＝6.1、逆川流域＝

8.8、大沢川流域＝2.6 

複合基準 置賜野川流域＝(5、19.5) 

指定河川洪水予報

による基準 
最上川上流[糠野目・小出] 

暴風 平均風速 18m/s 

暴風雪 平均風速 18m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 12 時間降雪の深さ 40 ㎝ 

山沿い 12 時間降雪の深さ 45 ㎝ 

波浪 有義波高 － 

高潮 潮位 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気象庁による基準の見直し 



12 

 

現 行 修 正 修正理由等 

注意報 

大雨 
(浸水害) 表面雨量指数基準 7 

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 80 

洪水 

流域雨量指数基準 

草岡川流域＝7.4、置賜野川流域＝  

17.6、水無川流域＝4.7、逆川流域＝

7、大沢川流域＝4 

複合基準※1 

最上川流域＝(6、36.5）、草岡川流域

＝(5、5.8)、置賜野川流域＝(5、

15.6)、置賜白川流域＝(6、17.1)、

水無川流域＝(5、4.7)、逆川流域＝

(5、6.8) 

指定河川洪水予報

による基準 
最上川上流[糠野目・小出] 

強風 平均風速 12m/s 

風雪 平均風速 12m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 12 時間降雪の深さ 25 ㎝ 

山沿い 12 時間降雪の深さ 30 ㎝ 

波浪 有義波高 － 

高潮 潮位 － 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 融雪により浸水等の被害が予想される場合 

濃霧 視程 100m 

乾燥 略 

なだれ 略 

霜 略 

着氷・着雪 略 

低温 略 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100 ㎜ 

  略 

 (３)～(10) 略 

  

３～５ 略 

 

第７節～第３４節 略 
 

 

 

 

 

注意報 

大雨 
(浸水害) 表面雨量指数基準 7 

(土砂災害) 土壌雨量指数基準 98 

洪水 

流域雨量指数基準 

草岡川流域＝7.4、置賜野川流域＝  

17.6、水無川流域＝4.8、逆川流域＝

7、大沢川流域＝2 

複合基準※1 

最上川流域＝(6、36.5）、草岡川流域

＝(5、5.8)、置賜野川流域＝(5、

15.6)、置賜白川流域＝(6、17.1)、

水無川流域＝(5、4.8)、逆川流域＝

(5、6.8) 

指定河川洪水予報

による基準 
最上川上流[糠野目・小出] 

強風 平均風速 13m/s 

風雪 平均風速 13m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 
平地 12 時間降雪の深さ 25 ㎝ 

山沿い 12 時間降雪の深さ 30 ㎝ 

波浪 有義波高 － 

高潮 潮位 － 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪 融雪により浸水等の被害が予想される場合 

濃霧 視程 100m 

乾燥 略 

なだれ 略 

霜 略 

着氷・着雪 略 

低温 略 

記録的短時間大雨情報 １時間雨量 100 ㎜ 

  略 

 (３)～(10) 略 

  

３～５ 略 

 

第７節～第３４節 略 
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長井市地域防災計画修正（第４編） 

現 行 修 正 修正理由等 

第１章 雪害対策 
 

第１節  略 
 

第２節  災害応急対策計画 
 

１ 除雪体制 

(１) 略 

(２) 交通の確保 

ア 略 

イ 市道の除雪 

(ｱ) 市道路除雪計画に定めるところにより、市は、冬期間の交通確保を図るた

めの除雪を行う。 

(ｲ) 市道の除雪延長は次のとおりである。 

ａ 市道実延長 車道部 ５０５．４㎞ 

ｂ 市道除雪延長 車道部 ３１０．０㎞(除雪実施率６１．３％／消雪含む) 

    (内訳) 

(a) 幹線市道 車道部延長９６．２㎞ 除雪延長 ８７．２㎞ 

除雪実施率９０．６％ 

(b) その他市道 車道部延長４０９．２㎞ 除雪延長 ２２２．８㎞ 

除雪実施率５４．４％ 

   (ｳ) 略 

   ウ 略 

(３)～(４) 略 

 

２ 略 

 

３ 豪雪対策本部の設置 

(１) 略 

(２) 豪雪対策連絡会議の組織 

  ア 豪雪対策連絡会議は、副市長を議長とし、教育長、政策推進監、技術参与、危

機管理参与、総務参事、厚生参事、産業参事、建設参事、会計管理者、教育総務

課長、総務課長を以って組織する。 

  イ 豪雪対策連絡会議の事務局は総務課に置くものとする。 

(３) 略 

(４) 本部の組織 

ア 豪雪対策本部は、市長を本部長、副市長を副本部長とし、教育長、庁内の監

職、参与職、参事職、課長職にあるもの者を本部員として組織する。 

第１章 雪害対策 
 

第１節  略 
 

第２節  災害応急対策計画 
 

１ 除雪体制 

(１) 略 

(２) 交通の確保 

ア 略 

イ 市道の除雪 

(ｱ) 市道路除雪計画に定めるところにより、市は、冬期間の交通確保を図るた

めの除雪を行う。 

(ｲ) 市道の除雪延長は次のとおりである。 

ａ 市道実延長 車道部 ５０４．５㎞ 

ｂ 市道除雪延長 車道部 ３０７．１㎞(除雪実施率６０．９％／消雪含む) 

    (内訳) 

(a) 幹線市道 車道部延長９６．２㎞ 除雪延長 ８７．２㎞ 

除雪実施率９０．６％ 

(b) その他市道 車道部延長４０８．３㎞ 除雪延長 ２１９．９㎞ 

除雪実施率５３．９％ 

   (ｳ) 略 

   ウ 略 

(３)～(４) 略 

 

２ 略 

 

３ 豪雪対策本部の設置 

(１) 略 

(２) 豪雪対策連絡会議の組織 

  ア 豪雪対策連絡会議は、副市長を議長とし、教育長、政策推進参与、技術参与、

危機管理参与、総務参事、厚生参事、産業参事、建設参事、会計管理者、教育次

長、教育総務課長、総務課長を以って組織する。 

  イ 豪雪対策連絡会議の事務局は総務課に置くものとする。 

(３) 略 

(４) 本部の組織 

ア 豪雪対策本部は、市長を本部長、副市長を副本部長とし、教育長、庁内の参

与職、参事職、次長職、課長職にあるもの者を本部員として組織する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度市の組織にあわせた修正 

 

 

 

 

 

令和６年度市の組織にあわせた修正 
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現 行 修 正 修正理由等 

イ 事務局は総務課に置くものとする。 

 (５)～(７) 略 

 

第２章 道路災害対策 略 
 

第３章 鉄道災害対策 略 
 

第４章 航空災害対策 略 
 

第５章 林野火災対策  略 
 

第６章 原子力災害対策 略 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 事務局は総務課に置くものとする。 

 (５)～(７) 略 

 

第２章 道路災害対策 略 
 

第３章 鉄道災害対策 略 
 

第４章 航空災害対策 略 
 

第５章 林野火災対策  略 
 

第６章 原子力災害対策 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


